
第４８回

令和７年７月１日（火）から令和７年８月３１日（日）まで

《実施の手引》

徳島県教育委員会



Ⅰ 趣 旨

最近の児童生徒による問題行動は、大麻の乱用拡大や、アルバイト
感覚で犯罪に加担するなど、深刻な状況が続いております。また、児
童生徒が被害者となる事件・事故も後を絶ちません。
本県においても、いじめや暴力行為など多岐にわたる問題行動が発

生しております。加えて、児童虐待やインターネット等を介した犯罪
被害など、児童生徒を取り巻く環境は憂慮すべき状況にあります。
こうした状況を踏まえ、児童生徒が、豊かな心を育み、それぞれの

個性を発揮し、自立心に満ちあふれ、たくましく成長するよう、すべ
ての幼稚園・幼保連携型認定こども園・学校(以下｢学校｣という｡)に
おいて「防ごう！少年非行」県民総ぐるみ運動を本年も展開します。

Ⅱ 基本的な考え方

１ 学校、家庭、地域社会や関係機関が緊密に連携し、一体となって、非
行防止と健全育成に取り組む。

２ 運動に対する理解と協力が得られるよう、広報・啓発活動を積極的に
推進する。

３ 教職員が中心となって積極的に運動を進める。

Ⅲ 具体的な努力事項

１ 望ましい生活習慣の育成

(1)「してよいこと」と「悪いこと」のけじめをつける指導を継続的に
行い、子どもたちの規範意識を高める。

(2) 電話連絡や保護者面談、家庭訪問、ＰＴＡ活動などのあらゆる機会
を通して、子どもたちの基本的な生活習慣の育成について保護者の理
解や協力を得る。

(3) ＰＴＡや地域、関係機関などと連携した体験学習やボランティア活
動を積極的に取り入れ、子どもたちの健全育成を図る。

２ いじめや暴力行為の防止

(1) いじめや暴力行為は、人権や生命にかかわる重大な問題であること
を踏まえ、未然防止の指導を徹底するとともに、発見した場合は学校
・家庭・地域社会が一体となって、迅速かつ的確な対応を図る。

(2) 子どもたちとの心の触れ合う場を増やし、温かい人間関係づくりに
努めるとともに、命の大切さや他人の心の痛みがわかる心の教育に努
める。



(3) 保護者や関係機関との連携を深め、地域の諸行事などにおいて事件
・事故が発生しないよう、指導計画を充実させる。

３ 交通事故・交通違反の防止

(1) 交通法規の意義を理解させ、ルールを遵守する態度を養い、子ども
たちの安全意識を高める。

(2) 自転車を運転する際はヘルメット着用が努力義務となっており、重大事
故につながる無灯火・傘さし運転・二人乗り・信号無視・携帯電話を使
用しながらの運転などについても、指導の強化を図る。

(3) 運転免許の取得や夜間外出など、家庭との連携により個々の子ども
の生活状況を把握し、適切な指導に努める。

４ 喫煙、飲酒、薬物乱用等の防止

(1) 酒類販売店、コンビニエンスストア等に協力を依頼するなど、地域
ぐるみで喫煙・飲酒の防止に向けた取組を進める。

(2) 視聴覚教材やパンフレットの利用、「薬物乱用防止教室」の活用な
どにより、喫煙・飲酒による心身への影響や、薬物乱用の危険性な
どについて、正しい知識を習得させる指導を徹底する。

５ 恐喝、窃盗（万引き、自転車盗など）の防止

(1) 恐喝や窃盗は重大な犯罪行為であることを認識させ、自制心と規範
意識を高める指導を行う。

(2) 自分の物と他人の物を区別する指導を徹底する。

(3) 保護者や関係機関などと連携して、補導活動を計画的に実施し、問
題行動の未然防止に努める。

６ 家出や性犯罪、性被害に関する問題行動の防止

(1) ＳＮＳ等による個人情報の発信やＳＮＳで知り合った人とのやりと
りにより、性被害に遭う可能性があることを認識させる。

(2) 家出や無断外泊、深夜徘徊は非行につながりやすく、犯罪の被害
者となる危険性も高いため、家庭との連絡を密にし、未然防止に努
める。

(3) 季節的にも解放感が強まるため、交際の望ましい在り方の指導や個
別相談体制などを充実させる。



Ⅳ 運動実施の概要

１ 趣 旨 第４８回「防ごう！少年非行」県民総ぐるみ運動実施要綱参照

２ 実 施 期 間 令和７年７月１日（火）から令和７年８月３１日（日）まで

３ 実 施 主 体 (1) 主 唱
徳島県青少年対策本部
（徳島県・徳島県教育委員会・徳島県警察本部）

(2) 実 施 機 関
徳島県
徳島県教育委員会
徳島県警察本部
市町村
青少年育成徳島県民会議
第７５回“社会を明るくする運動”徳島県推進委員会

４ 実 施 事 業 （抜粋）

徳 島 県

○ 街頭啓発活動の実施【７月４日（金）１６時から】
・オープニングセレモニー（シビックセンター さくらホール）
・街頭啓発（ＪＲ徳島駅前）

○ 県民総ぐるみ運動推進大会【８月１日（金）１４時から】
とくぎんトモニプラザ 大会議室

・青少年健全育成に関する知事表彰の実施
・講演会 ほか

○ 環境浄化の推進
○ 広報活動の推進
○ 薬物乱用対策の推進

徳島県教育委員会

○ 「実施の手引」の作成と広報・啓発活動の推進
○ 徳島県情報モラル教育サポートサイト活用の推進
○ 携帯会社の専門家等による「スマホ・ネット安全教室」の実施
○ 児童生徒の心のサポートの推進

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、ライフサポーターなどに

よる教育相談の充実 （いじめや不登校等の未然防止・早期発見・早期対応）

徳島県警察本部

○ 非行少年を生まない社会づくりの推進
○ 街頭補導活動
○ 「非行防止教室」「薬物乱用防止教室」「インターネット安全利用教室」の開催
○ 少年を取り巻く有害環境の浄化対策の推進

○ 第３８回徳島県防犯少年柔道・剣道大会の開催【７月２５日（金）１０時から】
鳴門・大塚スポーツパーク内ソイジョイ武道館


